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厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 

（地方受付分） 

 

 

 

 

 

（平成２２年８月６日から平成２２年８月１２日受付分） 

 

別紙 

○ 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（地方受付分）(10/08/23)   

厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改善

につながるきっかけとなるものであることから、一週間分の集計結果と現時点での対応等

をとりまとめましたので、お知らせいたします。 

平成２２年８月２３日 

大臣官房総務課情報公開文書室 

（担当 ・内線）   室   長 平 嶋 壮 州 

室長補佐 大 村 良 平 

（電 話 代 表） ０３（５２５３）１１１１（内線７３２１） 



（単位：件）

来訪 電話 手紙 FAX メール 計

0 0 1 0 0 1

医政局 0 0 0 0 0 0

健康局 0 0 0 0 0 0

医薬食品局 0 0 0 0 0 0

食品安全部 0 0 0 0 0 0

労働基準局 26 73 4 1 0 104

職業安定局 179 63 38 0 0 280

職業能力開発局 0 0 0 0 0 0

雇用均等・児童家庭局 1 3 0 0 0 4

社会・援護局 0 0 0 0 0 0

障害保健福祉部 0 0 0 0 0 0

老健局 0 0 0 0 0 0

保険局 1 0 0 0 0 1

年金局 0 2 0 0 0 2

政策統括官 0 0 0 0 0 0

207 141 43 1 0 392

国民の皆様の声の内訳 ↓
　政策・制度立案への提言 59

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 212

　法令遵守違反に関するもの 6

　その他 115

※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

※「地方」とは地方支分部局を指し、具体的には以下のとおりです。
・地方厚生（支）局（麻薬取締支所・分室及び都府県事務所を含む。）
・都道府県労働局、労働基準監督（支）署、公共職業安定所（出張所・分室を含む

合　　計

平成２２年８月２３日
大臣官房総務課情報公開文書室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告（地方受付分）

平成２２年８月６日～８月１２日受付分

組　織　名

大臣官房

-1-



件 件 件 件 件 件

件

件
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件

分類

1 ①

2

3

4

5

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

1

国民の皆様の声
把握方法別件数

電話 メール

　その他

項番

労働基準監督署を含めた公共施設では、
温室効果ガス削減のため、庁舎内の冷房
の温度設定を２８度にしていることを説明
しました。

内　　容

（主な国民の皆様の声）

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

0

0

対　　応

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

0

国民の皆様の声・集計報告票（地方受付分）

局課（室）名 大臣官房地方課

平成２２年８月６日～８月１２日受付分

照　会　先
課長補佐　　　　河西　直人（内線：7254）
企画第二係長　川村　寛　 （内線：7250）

合計

0 0

1

00

FAX

概　　要

　法令遵守違反に関するもの

　政策・制度立案への提言

手紙来訪

1

労働基準監督署内が暑い。

-2-



件 件 件 件 件 件

件

件
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件

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

①

　法定労働条件の履行確保のため、でき
るだけ多くの事業場に監督指導を実施す
ること、法違反が認められた場合、是正
勧告を行う等適正に対応していることを
説明し、ご理解を求めました。

　労働条件に問題がある事業場が多いので、監督署は最低でも全
事業場に対して年に１回監督指導を実施し、法違反を是正させる
べきである。

　監督署では、限られた人員の中では全
事業場を監督指導することはできないこ
とから、情報等から労働条件確保上の問
題が見込まれる事業場に対し、優先度等
を勘案して1件でも多く監督指導を実施す
るよう努めていることを説明し、ご理解い
ただきました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

概　　要

　突然連絡も無く訪問してきて書類をみせろというやり方は失礼で
あり、会社を訪ねる時は事前に連絡をすべきである。
　こちらも毎日予定が入っているのだから、今後は、事前連絡して
日時を調整してほしい。

　事業場の現状を的確に把握するため、
労働基準監督官による監督指導は原則
として予告することなく実施する必要があ
ることを説明し、ご理解を求めました。

　会社が労働基準法を守らないことは許されないことであり、労働
基準監督署は定期的な監督指導を実施し、厳しい処分をしてほし
い。

メール

　最低賃金を大幅に引き上げてほしい。生活保護費受給者より生
活が苦しいのは納得がいかない。

　中央最低賃金審議会で目安が出され、
都道府県の最低賃金審議会で生活保護
費との比較を含めた議論がなされること
について説明し、ご理解をいただきまし
た。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 18

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 36

　法令遵守違反に関するもの 3

　その他 47

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

73 4 1 0 104

　監督署は、労働関係について会社や事業主への指導を行ってい
るが、労働の一方の当事者である労働者の問題がある場合には
労働者にも指導すべきではないか。

　監督署では常に中立公正な立場で応
対している旨説明し、ご理解いただきまし
た。

国民の皆様の声・集計報告票（地方受付分）

部局（課室）名 労働基準局

平成２２年８月６日～８月１２日受付分
照　会　先

総務課
課長補佐　　西岡　邦昭（内線５５５４）
広報係長　　林田　淳一（内線５５８２）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

26
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分類

6

①

7

➀

8

①

9

①

10

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

　床上操作式クレーンの操作とクレーンの玉掛け作業を同一の者
にさせたいが、これに必要なクレーンと玉掛の両方の資格を所得
しなければならないのは時間も費用もかかってしまう。一つの資格
で済むように出来ないか。

　クレーン運転業務、玉掛業務とも、適切
に行わなければ重大な災害が発生する
おそれがあるため、それぞれの作業につ
いて一定の資格が必要であるとして法律
で規制されているものであり、技能講習
の内容も相違している旨を説明し、ご理
解いただきました。

  労災の再発認定について、労働基準監督署に問い合わせたとこ
ろ、調査に時間がかかる場合があると説明された。なぜか。

　再発の労災認定にかかる調査は、事案
の調査内容によって処理が長引くことが
場合があるが、労災認定について迅速・
適正な処理に努めていくことを説明し、ご
理解をいただきました。

　労災補償給付の業務上外の判断が出されるまでに時間がかか
り過ぎている。

　業務上外の判断を行うため、事業場の
調査等を行っており、それらに時間を要
することもありますが、引き続き迅速処理
に努めて行くことを説明し、ご理解をいた
だきました。

　労働保険の年度更新の申告書が未提出であったため、監督署
から督促の電話が何度かあった。
　なぜ何度も電話してくるのか。

　既に労働保険料の年度更新の申告書
の提出期限（平成22年7月12日）が過ぎて
いるため早急に提出いただきたいことか
ら、連絡をしていることについて説明し、
ご理解をいただきました。

　資金がないので労働保険料は支払えない。厳しい経済情勢のな
か、保険料を免除する制度はないのか。申告書は提出したくない。

　現行法令では労働保険料を免除する制
度はないことを説明し、申告書について
提出いただきたいことと併せて、ご理解を
いただきました。

（主な国民の皆様の声）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1 ①

2 ①

3 ①

4
①
②

5 ①

求人票には年齢不問と書いてあるにもかかわらず、現実的には年
齢制限がある。改善してほしい。

雇用対策法により、労働者一人一人に均
等な機会が与えられるよう、労働者の募
集・採用における年齢制限を原則禁止し
ており、違法な恐れのある求人には指導
を行っている旨ご説明し、ご理解いただき
ました。

求人票には性別も記入していただきたい。 男女雇用機会均等法に基づき、労働者
の募集および採用に当たっては、性別を
理由とする差別は禁止されております。こ
のため、ハローワークでは、違法な恐れ
のある求人には指導を行っている旨ご説
明し、ご理解いただきました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

採用・不採用の結果につきましては、早
急に求職者及びハローワーク双方に通
知するよう事業主を指導しております。な
お、求人票に記載された期日を経過して
も通知がない場合は、窓口にご相談いた
だければ、事業主へ問い合わせる等対
応する旨ご説明しました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 37

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 173

項番
対　　応

概　　要
内　　容

手紙 メールFAX来訪

63 38

電話

0

合計

　法令遵守違反に関するもの 3

（主な国民の皆様の声）

　その他

280

67

国民の皆様の声
把握方法別件数 0179

ハローワークの求人に応募したが、事業所から採否結果の通知書
が届くのが遅い。求人票に記載された日までに連絡するよう指導
してほしい。

国民の皆様の声・集計報告票（地方受付分）

局課（室）名 職業安定局

平成２２年８月６日～８月１２日受付分
照　会　先

中央職業安定監察官室
　中央職業安定監察官
　　　　　　　　富永　哲史（内線５６５５）
（直通：０３－３５０２－５３５２）

該当ハローワークでは、敷地内の駐車ス
ペースが十分でないことから、周辺に臨
時駐車場を借り上げるとともに、警備員を
配置し交通整理に当たっております。ご
来所の際は、できる限り公共交通機関を
ご利用いただくようご説明し、ご理解を求
めました。

ハローワークの駐車場待ちの車の列が長い。改善をお願いした
い。

毎年8月に雇用保険の基本手当日額の再計算がされているが、そ
のために日額が下がってしまい、不満がある。

雇用保険の基本手当は、失業期間中の
生活の安定を図るために支給するもので
すが、その額は労働者の平均給与額の
変動比率に応じて、毎年引き上げ又は引
き下げを行うことが、雇用保険法におい
て決められている旨ご説明し、ご理解を
求めました。
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分類

6 ①

7 ④

8 ①

9 ①

10 ①

項番 内　　容

厚生年金保険および健康保険は、所定
の要件を満たした場合には法令により加
入が義務づけられている事項です。ま
た、求職者の関心も高く、重要な労働条
件となっている旨ご説明し、ご理解いただ
きました。

対　　応

概　　要

ハローワークの庁舎内が暑いので、設定温度を低くしてほしい。 ハローワークを含む公共施設では、政府
として取り組んでいる課題として、地球温
暖化防止、CO2削減のため、空調設備の
設定温度を２８度程度にすることとしてお
ります。該当ハローワーク庁舎において
も同様の対応が取られているところであ
り、ご要望に沿った対応は困難である旨
ご説明し、ご理解いただきました。

社会保険未加入と言うことで求人が受け付けられないのは納得が
いかない。

夏休みを利用して帰省し、地元のハローワークを訪問したが、隣接
県内の求人情報も提供いただき、ありがたかった。

ハローワークは全国斉一の職業紹介機
関であり、オンラインによる情報通信が可
能となっております。このため、就業地が
他の都道府県となっている求人情報も提
供できる旨ご説明しました。今後もお役に
立てるよう、いただいたご意見を該当ハ
ローワーク職員で共有いたしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

今度の雇用保険の認定日は、旅行のためハローワークに行くこと
ができないので、当該認定日を変更してほしい。

雇用保険の失業等給付の支給に当たっ
ては、雇用保険受給者に毎月１回認定日
にハローワークに来所していただき、失
業の認定を受ける必要がありますが、当
該認定日の変更は、本人の病気など、や
むを得ない事情がある場合を除き原則と
して変更はできない旨ご説明し、ご理解
を求めました。

労働者派遣法に係る専門26業務について、派遣元事業主及び派
遣先から専門26業務についての解釈が難しい。特に、５号「事務
用機器操作」、８号「ファイリング」についての明確な解釈を教えて
ほしい。

平成22年２月８日に公表した「専門26業
務派遣適正化プラン」の内容をご説明す
るとともに、５月26日から厚生労働省ホー
ムページに「専門26業務に関する疑義応
答集」を掲載している旨ご説明し、ご理解
いただきました。

（主な国民の皆様の声）
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件 件 件 件 件 件

件

件

件

件

分類

1

①
④

2

①
④

3

①
④

4

①
②

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

中小企業子育て支援助成金の申請期間の考え方が変更に
なったことは、おかしいのではないか。

制度の趣旨等ついてご説明し、ご理
解をいただきました。

フルタイムの有期契約社員として就労しており、雇用均等室
に対し、正社員との待遇の格差について相談したところ、
パートタイム労働法の対象外であるとの説明を受けた。正社
員との待遇格差を一番感じているのはフルタイムの有期契
約社員の者であり、この者を救う法がないのはおかしいので
はないか。

貴重なご意見として承りました。

中小企業子育て支援助成金については、ハローワークでも
情報提供するなど、周知を徹底すべきだ。

当該助成金については、厚生労働省
のホームページや自治体の広報誌へ
掲載するとともに、分かりやすいパン
フレットを作成するなど事業主に対す
る周知に取り組んでいるところです。
その取り組みの一環として、ハロー
ワークにおいても当該パンフレットを
配布する等、その周知広報に努めて
まいります。

中小企業子育て支援助成金の２３年度以降の支給申請につ
いて、要件を満たすのに1年以上の時間がかかるのにも関わ
らず、年度毎に予算・支給要件が変わって、受給できない事
業所が出るのは不公平である。

予算は単年度予算であり、財政状況
等を考慮し支給要件の見直しが必要
なため、支給対象はその年度の支給
要領で示している旨をご説明し、ご意
見として承りました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 3

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 1

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 0

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

1 3 0 0 0 4

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（地方受付分）

部局（課室）名 雇用均等・児童家庭局

平成２２年８月６日～８月１２日受付分
照　会　先

雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課長補佐　中山　理（内7832）

電話：０３－３５９５－３２７１
ＦＡＸ：０３－３５０２－６７６２
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1

①
④

2

　

3

　

4

　

5

　

国民の皆様の声・集計報告票（地方受付分）

部局（課室）名 保険局　

平成２２年８月６日～８月１２日受付分
照　会　先

総務課
尾崎課長補佐（内線３２１６）

国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX 合計

1 0 0 0 0 1

メール

父が頸椎損傷で他県のある病院（療養病床）に入院している
が、病状が悪化して輸血の治療が必要な状態となり引き続
き入院治療を希望したが、経費がかかる医療はここでは無
理と言われ、他の病院に移ることにした。しかし転院先の一
般病床も入院日数に限界があると言われ、常に転院先を探
さなくてはならない。このような包括診療や在院日数などの
制限を設けた国の政策が、真に治療が必要な高齢者と家族
を苦しめている。すぐにでも法律を改正していただきたい。

現行の医療保険制度を説明し、厚生労働
省本省へご意見として報告することで了
承を得ました。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 1

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 0

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 0

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

　

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。
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件

分類

1

②

2

3

4

　

5

　　

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を
検討中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する（地方支分部局で受け付け、本省に報告したものを含
む）、⑤その他、に分類。

　

高齢者の所在が不明又は死亡していたことが判明し、高齢者の実
際の状況が適切に把握できていない事例の報道について、「本人
確認をしっかりしてほしい」、「制度に不信感を抱いてしまう」などの
ご意見、ご要望が有りました。（他同旨1件）

年金受給者の方の現況については、日
本年金機構において本人からの届出又
は市区町村からの住基情報により定期
的に確認しておりますが、今回の事件に
より、高齢者の安否確認が十分に行われ
ていないケースが確認されましたので、
日本年金機構、市区町村とともに全国の
１１０歳以上の厚生年金・国民年金受給
者を対象に、個別に所在・安否確認を行
うこととし、調査結果を８月中に公表する
など必要な対策を講じてまいります。

国民の皆様の声の
内訳（大分類）

　政策・制度立案への提言 0

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む） 2

　法令遵守違反に関するもの 0

　その他 0

（主な国民の皆様の声）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

合計

0 2 0 0 0 2

メール国民の皆様の声
把握方法別件数

来訪 電話 手紙 FAX

国民の皆様の声・集計報告票（地方受付分）

部局（課室）名 年金局

平成２２年８月６日～８月１２日受付分
照　会　先

年金局総務課
　課長補佐　三好（内線3313）
　企画係長　岡野（内線3316）
　（代表）03-5253-1111
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